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１．租税のしくみ
（法：地方税法）

法5② 市町村民税
固定資産税
（国有資産等所在市町村交付金を含む）
軽自動車税（種別割、環境性能割）
市町村たばこ税
鉱産税
特別土地保有税

法5③ 市町村法定外普通税
法5④ 入湯税
法5⑤ 事業所税〔指定市〕
法5⑥ 都市計画税

水利地益税
共同施設税
宅地開発税
国民健康保険税（法703の4）

法5⑦ 市町村法定外目的税
（利子割交付金）
（軽油引取税交付金〔指定市〕）
（ゴルフ場利用税交付金）
（地方消費税交付金）
（地方揮発油譲与税）
（石油ガス譲与税〔指定市〕）

（国税、県税配分） （環境性能割交付金）
（特別とん譲与税〔指定市〕）
（航空機燃料譲与税）
（地方法人特別譲与税）
（配当割交付金）
（法人事業税交付金）
（株式等譲渡所得割交付金）

法4② 道府県民税
事業税
地方消費税
不動産取得税
道府県たばこ税

普通税 ゴルフ場利用税
道府県税　　法4① 軽油引取税

自動車税（種別割、環境性能割）　
鉱区税
固定資産税（大規模償却資産の特例分）

法4③ 道府県法定外普通税
法4④ 狩猟税

目的税 法4⑤ 水利地益税
法4⑥ 道府県法定外目的税

（地方揮発油譲与税）
（国税配分） （石油ガス譲与税）

（航空機燃料譲与税）

所得税　法人税　相続税　贈与税　地価税　消費税　酒税　揮発油税

石油石炭税　航空機燃料税　石油ガス税　たばこ税　たばこ特別税

とん税　印紙税　自動車重量税　登録免許税　関税　地方揮発油　

地方法人特別税　地方法人税　特別とん税

電源開発促進税　復興特別所得税

下線…直接税

普通税

普　　通　　税

地 方 税

国 税

目的税

目　　的　　税

市町村税　　法5①
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2. 市税の種類

加賀市の住民（個人・法人）が納める税です。

土地、家屋及び事業に使う機械等の償却資産の所有者が納める税です。

バイク・軽自動車の所有者（使用者）が納める税です。

製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者が納める税です。

※ 一定面積以上の土地の所有者や取得者が納める税です。

鉱泉浴場の入湯客が、浴場経営者を通じて納める税です。

都市計画区域内に土地や家屋を所有する者が納める税です。

国民健康保険の加入者が納める税で、世帯主に課税されます。

※特別土地保有税は、平成１５年度以降課税停止

3. 市税の税率

4. 市税の賦課・課税基準

<税額計算>

　税額計算は次のとおりです。

課   税   標   準   額　×　税　　率　＝　税　　額

（１，０００円未満端数切捨） （１００円未満端数切捨）

市たばこ税除く。 市たばこ税・入湯税除く。

　税率は、地方税法で定められた範囲内で、市が自らの意思すなわち市の議会で決められる税条例に
よって増減できることになっています。

入 湯 税

国 民 健 康 保 険 税

軽 自 動 車 税

市 た ば こ 税

市 民 税

固 定 資 産 税

都 市 計 画 税

特 別 土 地 保 有 税

　市町村が課税できる法定税は１３種類ありますが、このうち税として加賀市が課税しているものは次の
８種類の税です。
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４－１　市民税

　 体系図は次のようになります。

〔１〕個人市民税

１．納税義務者

（１）１月１日現在において、市内に住所を有する個人

（２）１月１日現在、市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、市内に住所を有しない者

このうち、次の者に対しては課税されません。

ア　均等割・所得割ともに課されない者

・生活保護法により生活扶助を受けている世帯に属する者

・障害者、未成年者（既婚者を除く）、寡婦又はひとり親で前年中の所得が１３５万円以下の者

イ　均等割を課されない者

・前年中の所得が本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数に２８万円を乗じ、１０万円を加えた

　金額以下の者

　ただし、同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には１６万８千円を加算

ウ　所得割の課されない者

・前年中の所得が本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数に３５万円を乗じ、１０万円を加えた

　金額以下の者

　ただし、同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には３２万円を加算

２．課税所得金額

　・事業等収入金額　－　必要経費　－　専従者控除額

　・給与収入金額　－　給与所得控除額

　 所得金額　－　所得控除額　＝　課税所得金額

↓

３　税率及び控除額表（２）　参照

県民税
所得割

法人の県民税
均等割

法人税割

　＝　　所　　得　　金　　額

　市民税には「個人市民税」と、会社等が納める「法人市民税」があり、個人の市民税は県民税と合わせて課税さ
れます。

個人の市民税
均等割

　個人県民税と合わせて課税

市民税
所得割

法人の市民税
均等割

市県民税
法人税割

個人の県民税
均等割

　個人市民税と合わせて課税
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３．税率及び控除額

１．課税総所得金額
２．課税退職所得金額 ％ ％

％ ％

％ ％

％ ％

％ ％

％ ％

①損失額－総所得額等×１０％
②災害関連支出額－５万円
①と②のいずれか多い方の金額

～ １２，０００円
１２，００１円 ～ ３２，０００円
３２，００１円 ～ ５６，０００円
５６，００１円 ～

～ １５，０００円
１５，００１円 ～ ４０，０００円
４０，００１円 ～ ７０，０００円
７０，００１円 ～

～ ５０，０００円
５０，００１円 ～

～ ５，０００円
５，００１円 ～ １５，０００円

１５，００１円 ～

普通障害者 ２６０，０００円
特別障害者 ３００，０００円
同居特別障害者 ５３０，０００円

２６０，０００円
３００，０００円
２６０，０００円

寡婦控除
ひとり親控除
勤労学生控除

支
払
保
険
料

１/２
地震

所
　
　
得
　
　
控
　
　
除

医療費控除
【特例】セルフメディケーション税制
特定の市販医薬品購入額ー１万２千円（限度額８万８千円）

1/2＋7,500円
1/4＋17,500円

３５，０００円

２５，０００円
全　　　額

1/2＋2,500円
１０，０００円

地震保険料控除額　＝　地震保険料控除額　＋　旧長期損害
保険料控除額（最高　２５，０００円）

市
 

民
 

税
 

に
 

同
 

じ

全　　　額

生
命
保
険
料
控
除

①

一般生命
個人年金

介護医療

新生命保険
（H24.1.1以降契約

分）

支
払
保
険
料

全　　　額

総所得金額等の５％の金額か１０万円のいずれか少ない金額を医
療費（補填控除後）から差し引いた金額（限度額 ２００万円）

1/2＋6,000円
1/4＋14,000円

社会保険料の合計額（健康保険料、国民健康保険税、介護保
険料、後期高齢者医療保険料、国民年金等） 全　　　額

小規模企業共済等掛金控除
独立行政法人中小企業基盤整備機構との共済掛金、確定拠出年金法に
よる規定する企業型又は個人型年金掛金など 全　　　額

均 等 割 いしかわ森林環境
税 ５００円を含む

令和5年度　市・県民税　税率及び控除額表（２）

区　　　　分 市　　　　　　　民　　　　　　　税 県民税

３，５００円

株 式 等
上 場 株 式 3.0 2.0
非上場・先物取引 3.0 2.0

２，０００円

課税標準額
税　　　率 税　　　率

（課税所得金額）

短　　期
一 般 分 5.4 3.6

分　　離　　譲　　渡 国等への譲渡分 3.0 2.0

一 律 6.0 4.0

長　　期 一 般 分 3.0 2.0
３．課税山林所得金額

令和5年度　市・県民税　税率及び控除額表（１）

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分 市民税 県民税

障害者控除

雑損控除
（災害関連支出控除）

旧長期

生命保険料控除額　＝新一般の生命保険料控除額＋新個人年金保険料
控除額＋介護医療控除額（最高　70,000円）

②

地震保険料控除

２８，０００円

一般生命

個人年金

旧生命保険料
（H23.12.31以前契約

分）

支
払
保
険
料

社会保険料控除

生命保険料控除額　＝旧一般の生命保険料控除額　＋旧個人年金保険
料控除額（最高　70,000円）
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一般配偶者 納税者の所得金額に応じて 最高　３３０，０００円
老人配偶者（70歳以上　昭和28年1月1日以前生）

納税者の所得金額に応じて
納税者及び配偶者の所得金額に応じて 最高　３３０，０００円

３３０，０００円
年少扶養（１６歳未満） ０円
特定扶養（１９歳～２２歳） ４５０，０００円

３８０，０００円
同居老親等（同居直系尊属） ４５０，０００円
納税者の所得金額に応じて 最高　４３０，０００円

１００，０００円、５５０，０００円又は６５０，０００円
青色申告
白色申告
課税総所得金額　１０，０００，０００円以下の部分 ％ ％
課税総所得金額　１０，０００，０００円を超える部分 ％ ％
控除額＝（寄附金額－２，０００円）×（率） ％ ％

・生活保護法による生活扶助を受けている者
・障害者、未成年者（平成１７年１月３日以後生で既婚者を除く）、寡婦、ひとり親で合計所得金額
　１３５万円以下の者

４．調整控除

　市民税の納税義務者の課税所得金額に応じ、次に掲げる金額が控除されます。

　※合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用されません。

（１）課税所得金額が２００万円以下の場合

アとイのいずれか小さい額の５％（市民税　３％、県民税　２％）

ア　下表の人的控除額の差の合計額を加算した金額

イ　市民税の課税所得金額

（２）課税所得金額が２００万円超の場合

アの金額からイの金額を控除した金額（５万円を下回る場合には、５万円）の５％

ア　下表の人的控除額の差の合計額を加算した金額

イ　市民税の課税所得金額から２００万円を控除した金額

普通 ２６万円 ２７万円 １万円

特別 ３０万円 ４０万円 １０万円

同居特別 ５３万円 ７５万円 ２２万円

２６万円 ２７万円 １万円

１万円

母 ５万円

勤労学生控除 ２６万円 ２７万円 １万円

２万円～５万円

３万円～１０万円

０円～５万円

一般 ３３万円 ３８万円 ５万円

特定 ４５万円 ６３万円 １８万円

老人 ３８万円 ４８万円 １０万円

同居老親 ４５万円 ５８万円 １３万円

０円～５万円

１万円～３３万円 １万円～３８万円

基礎控除
※納税者の所得金額に応じて

０万円～４３万円 ０万円～４８万円

３５万円
父

配偶者控除
※納税者の所得
　金額に応じて

配偶者特別控除
※納税者及び配偶者の所得金額
　に応じて

寡婦控除

ひとり親控除

１６万円～４８万円

配偶者控除

配偶者特別控除

障害者控除

経費
控除

老人

一般扶養　1人につき

３０万円

所
　
得
　
控
　
除

（旧寡夫の差額を引き継ぐ）

0.8 0.6

老人扶養（７０歳以上）

4.0

非課税

住民税と所得税の人的控除額の差

住民税控除額 所得税控除額 差額

税額
控除

6.0

扶養控除

２．事業専従者給与額
又は控除額

基礎控除

配当控除

寄附金控除

１．青色申告控除

一般 １１万円～３３万円 １３万円～３８万円

１３万円～３８万円

市
 

民
 

税
 

に
 

同
 

じ

1.6

３８０，０００円

1.2

給与支払額を必要経費として控除

最高

５００，０００円（配偶者　８６０，０００円）

扶養控除
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５．市民税の申告

６．納期

（１）

（２）

（３）普通徴収の年税額が５，５００円以下の場合は、６月に全額を納付することになっています。

（４）　　

〔２〕法人市民税

１．納税義務者

（１）市内に、事務所又は事業所を有する法人

（２）市内に宿泊所、クラブ、寮等を有する法人で、市内に事務所又は事業所を有しないもの

（３）事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの

２．税率

（１）　均等割

年額 ５万円

年額 １２万円

年額 １３万円

年額 １５万円

年額 １６万円

年額 ４０万円

年額 ４１万円

年額 １７５万円

年額 ３００万円

（２）　法人税割 １００分の８．４ （標準税率　　１００分の６．０）

３．申告と納期

（１）一般的には、事業年度終了後２カ月以内に申告し、申告と同時に納付することになっています。

（２）申告には、予定申告・中間申告・確定申告・修正申告があります。

7
資本金等の金額が１０億円を超える法人で、従業者数の合計が ５０人以下であ
るもの

1
資本金等の金額が１千万円以下である法人で、従業者数の合計が ５０人以下で
あるもの（他に公共法人・公益法人・財団法人・社団法人・人格のない社団
等）

資本金等の金額が１千万円を超え１億円以下である法人で、従業者数の合計が
５０人を超えるもの

5
資本金等の金額が１億円を超え１０億円以下である法人で、従業者数の合計が
５０人以下であるもの

資本金等の金額が１億円を超え１０億円以下である法人で、従業者数の合計が
５０人を超えるもの

　前年の所得を、毎年３月１５日までに申告することになっています。ただし、所得税の確定申告をされた方

や勤め先から給与支払報告書が提出され、前年中において給与以外の所得を有しなかった者は、申告の必要は

2

法　　人　　等　　の　　区　　分 税　　　　　率

9
資本金等の金額が５０億円を超える法人で、市内に有する事務所、事業所又は
寮等の従業者数の合計が ５０人を超えるもの

ありません。

給与所得者の特別徴収（※P25　５.徴収の方法参照）の場合は、給与支払者が給与所得者より６月から翌年５月まで
の１２回に分け て徴収し、徴収した月の翌月の１０日までに納入することになっています。

普通徴収（※P25　５.徴収の方法参照）の場合は、年税額を６月・８月・１０月及び翌年１月の４回に分けて納付す
ることになっています。

公的年金からの特別徴収の場合は、６５歳以上の年金受給者で、年金所得による税額を年６回年金から 引き落としを
して納入することになっています。

8
資本金等の金額が１０億円を超え５０億円以下である法人で、従業者数の合計
が ５０人を超えるもの

6

資本金等の金額が１千万円以下である法人で、従業者数の合計が ５０人を超え
るもの

3
資本金等の金額が１千万円を超え１億円以下である法人で、従業者数の合計が
５０人以下であるもの

4

6



４－２　固定資産税

〔１〕純固定資産税

１．納税義務者

　１月１日現在における固定資産（土地・家屋及び償却資産）の所有者。ただし、所有者とは次の台帳に

登録されている者をいいます。

（１） 土地登記簿又は土地補充課税台帳

（２） 建物登記簿又は家屋補充課税台帳

（３） 償却資産課税台帳

２．課税対象

（１）土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地

（２）家屋 住家、店舗、工場（発電所及び変電所を含む。）、倉庫、その他の建物

（３） 土地、家屋以外の事業の用に供することのできる有形減価償却資産

（自動車税・軽自動車税を課される自動車を除く。）

３．税率

　土地、家屋又は償却資産の課税標準額の合計の１００分の１．４

国際観光ホテル登録旅館 １００分の１．０

普通公衆浴場 １００分の０．４７

総合保養地域特定民間施設 １００分の０．１４　（３年間）

１００分の０．０～１００分の０．７

伝建家屋の敷地 １００分の０．７

１００分の０．９８

４．免税点

は、課税されません。

（１） ３０万円

（２） ２０万円

（３） １５０万円

土　　地

家　　屋

償却資産

課税免除　（新しく固定資産税が課される

償却資産

企業立地促進に該当する固定資産

伝建地区内の伝建家屋以外の家
屋及びその敷地

※不均一課税による税率

　市内にある土地、家屋及び償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の各号の金額未満である場合

（税率・期間等は業種・内容により異なる。）

土　　地

償却資産

家　　屋

過疎地域の持続的発展の支援に
該当する固定資産

　　　に記載された産業振興促進区域内のみ）

年度から３年間（過疎地域持続的発展市町村
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５．新築住宅の減額の特例

が１２０㎡を超えるものは１２０㎡相当分の固定資産税が減額の対象となります。

○床面積に対する要件

ア　専用住宅 床面積が５０㎡以上２８０㎡以下であること

イ　アパート、共同住宅 １戸当り居住床面積が５０㎡（一戸建て以外の貸家住宅にあっては４０㎡）

ウ　併用住宅

６．住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例

　住宅用地とは、居住の用に供する家屋の建っている土地をいい、特例措置として次のものがあります。

（１）小規模住宅用地の場合、課税標準額は評価額の１/6が最高限度額になります。

ア　２００㎡以下の住宅用地

イ　２００㎡を超えるときは１戸につき２００㎡まで

（２）

７．申告

（１）家屋

（２）土地

（３）償却資産

　毎年１月１日現在の資産を１月３１日までに申告しなければなりません。

８．納期

　（法定納期　４月、７月、１２月、２月）

９．台帳の縦覧、閲覧、審査の申し出

（１）
 の納期限までの間、納税者の縦覧に供しています。

（２）固定資産税の課税内容について、所有者及び利害関係人が閲覧することができます。

（３）
 を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会に文書をもって審査の申し出
 をすることができます。

※ 土地、家屋は３年ごとに評価替えが行われ、評価替えの行われる年度を基準年度といい、その他の年
度は第２年度又は第３年度といいます。

　また、３階以上の中高層耐火構造で専ら人の居住の用に供する建物は５年間１/２に減額されます。ただし、床面積

課税台帳に登録された価格について疑問な点や不服のある方は、縦覧の開始日から、又は納税通知書

　年税額を５月に一括して納付するか、５月、７月、１１月及び翌年２月の４回に分けて納付することになっています。

固定資産税の課税の基礎となる土地、家屋及び償却資産の価格等について、毎年４月１日から第１期

　住宅を新築し、次の要件を備えている住宅には、新しく固定資産税が課される年度から３年間１/２に減額されます。

その他の住宅用地（２００㎡を超える部分）の場合、課税標準額は評価額の１/３が最高限度額になります。

　登記していない家屋については、その家屋の物件表示及び所有者名義人等の届出を必要とします。

　住宅用地を所有する者は、その年の１月１日から引き続いてその住宅用地を所有し、かつ、その申
告すべき事項に異動がない場合を除き、その用地及び家屋の所在・面積等を、またその年の１月１日
において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、その年の前年の１月１日から引き
続きその土地を所有している場合、その所有者はその年の１月３１日までに申告しなければならない
ことになっています。

以上２８０㎡以下であること

居住部分床面積が総床面積の１/２以上で、５０㎡以上２８０㎡以下であること
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〔２〕国有資産等所在市町村交付金

４－３　特別土地保有税　
〔平成１５年度から課税停止〕

　国又は県が所有する資産のうち、国又は県以外の者が使用している等の資産について、固定資産税に相当
する額を交付金として所在市町村に納付します。
　毎年４月３０日までに市町村が国及び県に請求し、国及び県は６月３０日までに納入します。
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４－４　軽自動車税（種別割）

１．納税義務者

２．申告

（申告書提出先）

小型特殊自動車

北陸信越運輸局石川運輸支局（金沢市直江東1丁目1番）

Tel　０５０－５５４０－２０４５ 自動二輪（２５１cc～）

軽自動車検査協会石川事務所（金沢市直江東2丁目123番地1）

Tel　０５０－３８１６－１８５３

３．税率

５１cc～３５０cc ４，６００円 ３，１００円 ３，９００円

自家用のもの １２，９００円 ７，２００円 １０，８００円

営業用のもの ８，２００円 ５，５００円 ６，９００円

自家用のもの ６，０００円 ４，０００円 ５，０００円

営業用のもの ４，５００円 ３，０００円 ３，８００円

２，０００円

２，０００円

２，４００円

２，０００円

３，７００円

農耕作業用等 ２，４００円

その他（農耕用以外） ５，９００円

３，６００円

二輪（ボートトレーラー含む） ３，６００円

二輪の小型自動車 ２５１cc～ ６，０００円

（１）　経年車重課（重課） （平成２８年度課税分よりの制度）

　４月１日現在で、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車（農耕作業用等）及び二輪の小型自動
車を所有している人に課税されます。
　販売業者が所有権を留保している場合は、使用者に課税されます。

　軽自動車等の取得や異動があったとき（新規購入、譲り受け、市外からの転入、廃車、譲り渡し、市
外への転出等）

① 加賀市役所　　税料金課又は行政サービスセンター
原動機付自転車（１２５cc以下）

②
軽二輪（１２６cc～２５０cc）

③ 軽三輪・軽四輪

区　　　　　　　　　分

税　　　率　（１台につき１年あたり） 申
告
書
提
出
先

初　度　検　査　年　月

～H22.3 H22.4～27.3 Ｈ27.4～

（重課） （旧税率） （標準税率）

軽　三　輪

③
軽四輪

乗　用

貨物用

三輪以上のもの（側面あり）

小型特殊
自動車

雪上走行用

②１２６cc～２５０cc

　最初の新規検査（初度検査年月）から１３年を経過した軽三輪・軽四輪は、重課税率の対象で
す。（電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッド及び被けん引車は対象外で
す。H22.3以前であっても旧税率を適用します。）

原動機付
自転車

総排気量 ５０cc以下（１種）

①

総排気量 ５１cc～９０cc（２種乙）

総排気量 ９１cc～１２５cc（２種甲）

ミニカー
（５０cc以下）

三輪以上のもの（側面なし）
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（２）　グリーン化特例（軽課） （平成２８年度課税分よりの制度）

初度検査年月　令和３年４月１日～令和４年３月３１日 ⇒ 令和4年度のみ軽減

令和４年４月１日～令和５年３月３１日 ⇒ 令和5年度のみ軽減

ア ⇒　概ね75％軽減

イ

・乗用車（営業用） 令和2年度燃費基準＋令和12年度基準90％達成 ⇒　概ね50％軽減

令和2年度燃費基準＋令和12年度基準70％達成 ⇒　概ね25％軽減

３，９００円 １，０００円 ２，０００円 ３，０００円

１０，８００円 ２，７００円 - -

６，９００円 １，８００円 ３，５００円 ５，２００円

５，０００円 １，３００円 - -

３，８００円 １，０００円 - -

４．課税方法、納期

　４月１日現在で課税され、納期は５月１日～５月３１日となっています。

５．減免

　下記の期間に最初の新規検査を受けた軽三輪・軽四輪で、一定の環境性能を有するもの
については、その燃費性能に応じて取得の翌年度分に限り、税率を軽課する特例措置があ
ります。

電気自動車、天然ガス自動車（平成21年排出ガス規制NOX10%
以上低減又は平成30年排出ガス規制適合）

ガソリン車、ハイブリット車（いずれも平成１７年排出ガス基準７５％低減又は平成３０
年排出ガス規制５０％低減達成車に限る。）

区　　　　　　　　　分 標準税率 ７５％軽減後 ５０％軽減後 ２５％軽減後

　身体障がい者自身又は家族が運転して通院等に利用する軽自動車は一人につき１台、軽自動車税
が免除されます（障がい者本人名義の軽自動車に限る）。ただし、障がいの等級によっては減免に
該当しない場合があります。

軽三輪（乗用営業用）

軽四輪

乗　用
自家用

営業用

貨物用
自家用

営業用
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４－5　軽自動車税（環境性能割）

１．納税義務者

２．課税標準と税率

※当分の間の措置として0～2％に軽減

ア 適用期間：令和５年４月１日　～　令和５年１２月３１日

・上記の要件に該当しない車両については、２％の税率が適用。

イ 適用期間：令和６年１月１日　～　令和７年３月３１日

・上記の要件に該当しない車両については、２％の税率が適用。

※1 【令和12年度燃費基準への読み替え】

※２ 軽減対象は、令和2年度燃費基準達成車両に限る。
平成22年度燃費基準 150%　→　令和2年度燃費基準 達成

平成28年度の税制改正による令和元年10月の消費税率改正に伴い、自動車取得税（県税）が廃止
され、代わりに環境性能割が導入されました。ただし、賦課及び徴収は、当面の間、県が行うこと
となっています。

　三輪以上の軽自動車（特殊自動車を除く）を取得した人に課税されます。

　軽自動車の通常の取得価額の0～3％（環境性能等に応じて税率が決定）

（１）乗用車

対象・要件等
自家用

営業用別
特例措置の内容

・ 電気自動車
・ 燃料電池自動車
・ 天然ガス自動車
　（平成21年排出ガス規制  NOx10%低減又は平成30年排出ガス規制適）

自家用
及び

営業用
非課税

燃費性能 令和12年度燃費基準　※1

排出ガス性能 55% 60%

1%

対象・要件等
自家用

営業用別
特例措置の内容

・ 電気自動車
・ 燃料電池自動車
・ 天然ガス自動車
　（平成21年排出ガス規制  NOx10%低減又は平成30年排出ガス規制適）

自家用
及び

営業用
非課税

75%

ガソリン車
（ハイブリッド車を含む）

平成17年排出ガス規制75%低減
又は

平成30年排出ガス規制50%低減

自家用 2% 1%　※２

非課税　※２

営業用 1%
0.5%　※２

非課税

営業用 1% 0.50%

燃費性能 令和12年度燃費基準　※1※2

排出ガス性能 60% 70% 80%

令和12年度燃費基準 55% 60% 70% 75% 80%

ガソリン車
（ハイブリッド車を含む）

平成17年排出ガス規制75%低減
又は

平成30年排出ガス規制50%低減

自家用 2% 1%

173%
令和2年度燃費基準 80% 87% 102% 109% 116%

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

平成22年度燃費基準 119% 130% 151% 162%

【令和2年度燃費基準への読み替え】
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ア 適用期間：令和５年４月１日　～　令和５年１２月３１日

・上記の要件に該当しない車両については、２％の税率が適用。

イ 適用期間：令和６年１月１日　～　令和８年３月３１日

・上記の要件に該当しない車両については、２％の税率が適用。

※3 【平成27年度燃費基準への読み替え】 ※4 【令和4年度燃費基準への読み替え】

3．免税点

燃費性能 平成27年度燃費基準　※3

排出ガス性能 115% 120% 125%

（２）貨物車（車両総重量2.5t以下のトラックのうち軽自動車）

対象・要件等
自家用

営業用別
特例措置の内容

・ 電気自動車
・ 燃料電池自動車
・ 天然ガス自動車
　（平成21年排出ガス規制  NOx10%低減又は平成30年排出ガス規制適）

・ プラグインハイブリット自動車

自家用
及び

営業用
非課税

ガソリン車
（ハイブリッド車を含む）

平成17年排出ガス規制75%低減
又は

平成30年排出ガス規制50%低減

自家用 2% 1%

非課税

営業用 1% 0.50%

燃費性能 令和4年度燃費基準　※4

排出ガス性能 95% 達成 105%

対象・要件等
自家用

営業用別
特例措置の内容

・ 電気自動車
・ 燃料電池自動車
・ 天然ガス自動車
　（平成21年排出ガス規制  NOx10%低減又は平成30年排出ガス規制適）

・ プラグインハイブリット自動車

自家用
及び

営業用
非課税

ガソリン車
（ハイブリッド車を含む）

平成17年排出ガス規制75%低減
又は

平成30年排出ガス規制50%低減

自家用 2% 1%

非課税

営業用 1% 0.50%

達成 105%
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

平成27年度燃費基準 115% 120% 125% 令和4年度燃費基準 95%

155% 163%

　50万円

平成22年度燃費基準 144% 150% 157% 平成22年度燃費基準 147%
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４－６　市たばこ税

１．納税義務者

　小売販売業者に製造たばこを売り渡した製造者、輸入業者、卸売販売業者

２．課税標準

　売り渡し又は消費に係る製造たばこの本数

３．税率

４．申告と納税

　上記の納税義務者が、毎月の売渡し分の税額を翌月末日までに申告して納めます。

５．手持品課税

４－７　入湯税

１．課税標準

　鉱泉浴場において入湯した場合に税金が課せられます。ただし、共浴場利用ならびに利用料金１，０００
円未満の者、１２歳未満の者及び中学・高校の修学旅行は免除されます。

２．税率

　ひとつの鉱泉浴場一人１日につき

宿泊を伴う者 １５０円 （注）１泊２日は、１日とみなします。

宿泊を伴わない者 ５０円

３．申告と納税

　鉱泉浴場の経営者が、入湯客から入湯税を徴収し、毎月の税額を翌月末日までに申告して納めます。

R3.10.1 R3.11. 1 R4. 3.31   ４３０円

　環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に
要する費用に充てるため、鉱泉浴場の入湯客に課するものです。

R1.10.1 R1.10.31 R2. 3.31 １，６９２円

R2.10.1 R2.11. 2 R3. 3.31   ４３０円

【平成３０年度以降の手持品課税の実施時期等】

（税率：千本当たり）

引上げ日 申告期限 納付期限 税率

製造たばこ 5,692 6,122 6,552

　手持品課税とは、たばこの販売業者等（小売販売業者、卸売販売業者又は製造者）が、たばこ税率の引上
げの日午前０時現在において、たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、５，０００本以上の紙巻たばこ
旧３級品を販売のために所持する場合（複数の場所で所持する場合はその合計本数が５，０００本以上の場
合）に、販売業者等を納税義務者として、その所持する紙巻たばこ旧３級品に、税率の引上げ分に相当する
たばこ税を課税するというものです。また、旧３級品以外の紙巻たばこ（加熱式含む）については、２０，
０００本以上の場合手持品課税の対象となります。

（税率：円/１，０００本）

R1.10.1 R２.10.1 R3.10.1
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４－８　都市計画税

１．納税義務者

　上記に所在する土地及び家屋の所有者

２．課税標準

　固定資産税の課税標準となる価格。ただし、宅地のうち住宅用地は次の調整となります。

３．住宅用地に対する特例

（１） 小規模住宅用地

①　２００㎡以下の住宅用地

②　２００㎡を超えるときは１戸につき２００㎡まで

課税標準額は、評価額の１/３が最高限度額になります。

（２） その他の住宅用地（２００㎡を超える部分）

課税標準額は、評価額の２/３が最高限度額になります。

４．税率

　土地及び家屋の課税標準額の合計の１００分の０．２

１００分の０．０～１００分の０．１

伝建家屋の敷地 １００分の０．１

１００分の０．１４

５．納税の方法

　固定資産税と合算して納付することになっています。

※不均一課税による税率 企業立地促進に該当する固定資産

（税率・期間等は業種・内容により異なる）

伝建地区内の伝建家屋以外の家
屋及びその敷地

　都市計画事業又は土地区画整理事業を行う市町村において、その事業の財源に充当するために都市計画区域とし
て指定された区域内に所在する土地及び家屋に対して課すものです。
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４－９　国民健康保険税

１．納税義務者

　国民健康保険の被保険者の世帯主に課税されます。

２．税額の算定

（１）医療費分

ア　所得割額

(被保険者毎の前年中総所得金額等－基礎控除額(※1))×１００分の７．３６

イ　均等割額

被保険者一人当り ２７，６００円

ウ　平等割額

１世帯当り ２０，８００円

注）以上のア～ウの合計額を年税額とし、その額が６3万円を超えるときは６３万円を限度額とします。

（２）介護保険分（４０歳から６４歳までの方）

ア　所得割額

イ　均等割額

被保険者一人当り ９，７００円

ウ　平等割額

１世帯当り ４，４００円

注）以上のア～ウの合計額を年税額とし、その額が１７万円を超えるときは１７万円を限度額とします。

（３）支援金分（後期高齢者）

ア　所得割額

(被保険者毎の前年中総所得金額等－基礎控除額(※1))×１００分の２．２

イ　均等割額

被保険者一人当り ８，９００円

ウ　平等割額

１世帯当り ６，２００円

注）以上のア～ウの合計額を年税額とし、その額が１９万円を超えるときは１９万円を限度額とします。

(※1)基礎控除額については以下のとおり

３．軽減

４．特例対象被保険者等の軽減

前年の合計所得金額　2,450万円超～2,500万円以下 15万円

(４０歳から６４歳までの被保険者毎の前年中総所得金額等－基礎控除額(※1))×１００分の１．８８

前年の合計所得金額　2,400万円以下 43万円
前年の合計所得金額　2,400万円超～2,450万円以下 29万円

前年の合計所得金額　2,500万円超 0円

　世帯主及び被保険者（国保制度から後期制度へ移行した後も継続して同じ世帯にいる方を含む）の前年
中の総所得金額等に応じ、上記税額のうち均等割額・平等割額が７割、５割又は２割減額される制度があ
ります。

　倒産や解雇などで離職し、失業等給付を受けている人の国民健康保険税が軽減される場合があります。
（離職年度を含め２年度）軽減を受けるには申請が必要です。
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５．旧被扶養者(※2)減免

６．子どもの均等割減免

７．賦課期日

８．納期

（１）　普通徴収の場合は、年税額を６月から翌年３月までの１０回に分けて納付することになっています。

（２）

 

　賦課期日において１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある被保険者及び賦課期日以降
に出生した被保険者に係る当該年度の均等割額（３．の軽減がある場合は軽減後）の２分の１を減免

　毎年４月１日現在を賦課期日とします。しかし、年度の途中で資格取得又は資格喪失した場合は月割り
によって課税されます。

　特別徴収の場合は、年税額を世帯主の年金から年６回に分けて天引きをして納入することになり
ます。
　特別徴収対象者は、国民健康保険加入者が６５歳から７４歳のみの世帯の世帯主で、特別徴収対
象の年金の年額が１８万円以上あり、国民健康保険税と介護保険料の合計額が特別徴収対象年金の
年額の２分の１を超えない方です。

　所得割について、旧被扶養者が国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の属する月から当該保険を
喪失する日の属する月の前月まで全額を減免。また、均等割額及び平等割額について、資格取得日の属す
る月以後2年間を経過する月までの間、５割となる額を減免

(※2)旧被扶養者： 社会保険などの被用者保険加入者が後期高齢者医療制度に加入することにより、６５
歳から７４歳の被用者保険の扶養家族が新たに国民健康保険に加入する場合で、その
加入する扶養家族のうち６５歳から７４歳までの方
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５．介護保険料

１．６５歳以上の方

（１）保険料額

保険料の基準となる額は市町村によって異なります。

加賀市の基準額は７６，８００円です。

保険料は、基準額を基に世帯の状況と市民税課税の有無などを基に、次のとおり１２段階に分かれます。

保　険　料

・ 生活保護受給者

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

（２）納付方法

ア　年金が年額１８万円（月額１万５千円）以上の方

➡年金から納めます（特別徴収）

    年金の定期払い（年６回）の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。

イ　年金が年額１８万円（月額１万５千円）未満の方

➡納付書・口座振替・納税貯蓄組合で個別に納めます（普通徴収）

※年金の年額が１８万円以上でも、次のような場合には一定期間普通徴収になります。

〇年度途中で６５歳になられたとき

〇他市町村から転入されたとき　　　　　　

〇年度の途中で介護保険料が変更されたとき　　　　　など

第10段階
本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が ３２０万円以上
５００万円未満の者

１２６，７２０円

※ 合計所得金額… 地方税法上、年金などの雑所得や給与所得などの合計金額をいう。各所得金額は
所得の種類により、収入金額から必要経費など差し引いて算出。介護保険料の算定においては、「土
地建物等の譲渡所得に係る特別控除額」と、「年金収入に係る所得額」（第１～５段階のみ）を控除
した額を用いる。また、合計所得に給与所得または年金収入に係る所得が含まれる場合は、合計所得
金額から最大10万円を控除した金額を用いる。

※課税年金収入･･･国民年金・厚生年金等課税対象となる種類の年金収入のことで、障害年金・遺族
年金等は含まない。

第11段階
本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が ５００万円以上
１，０００万円未満の者

１３４，４００円

第12段階 ・
本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が １，０００万円
以上の者

１５３，６００円

第８段階
本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が １２０万円以上
２１０万円未満の者

９６，０００円

第９段階
本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が ２１０万円以上
３２０万円未満の者

１１５，２００円

第６段階 ・ 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が８０万円未満の者 ８４，４８０円

第７段階
本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が ８０万円以上
１２０万円未満の者

８８，３２０円

５３，７６０円

第４段階
世帯員に市民税課税者がおり、本人が市民税非課税で、本人の合
計所得金額＋課税年金収入が ８０万円以下の者

６９，１２０円

第５段階
世帯員に市民税課税者がおり、本人が市民税非課税で、本人の合
計所得金額＋課税年金収入が ８０万円を超える者

７６，８００円

（基準額）

第３段階
世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額＋課税年金収入
が １２０万円を超える者

第２段階
世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額＋課税年金収入
が  ８０万円超１２０万円以下の者

３８，４００円

段　階 課　　　税　　　状　　　況

第１段階 ２３，０４０円本人が老齢福祉年金受給者及び世帯全員が市民税非課税で、本人
の合計所得金額＋課税年金収入が  ８０万円以下の者
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２．４０歳から６４歳までの方

　保険料の算定方法と納入方法は、加入している医療保険によって異なります。

（１）国民健康保険に加入している方
ア　介護納付金（保険料）は、本人の所得状況等により異なります。
イ　国民健康保険税の医療分に介護分を上乗せし、世帯主が世帯全体の分を納めます。
ウ　介護納付金の１/２を公費で負担します。
（４－８　国民健康保険税　２．税額の算定　（２）介護保険分参照）

（２）職場の健康保険等に加入している方
ア　保険料は原則として給料により異なります。
イ　保険料は医療保険に介護分が上乗せされ、給与から天引きされます。
ウ　原則として保険料の１/２は事業主が負担します。
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６．後期高齢者医療保険料

１．賦課の根拠

　

２．賦課期日

　毎年４月１日又は資格取得日

３．保険料の算出方法

　保険料の算出方法は以下のとおりです。

① 所得割額　＝ 賦課のもととなる所得金額（※１）×１００分の９．５３

② 均等割額　＝ ４８，５００円

①＋②＝確定年保険料（６６万円を限度とします）

なお、４月１日以降に納付義務及び資格の発生・消滅があるときは、月割りにて算定します。

※１　賦課のもととなる所得金額　＝　前年中の所得　－　所得に応じた基礎控除額（※２）

※２ 基礎控除額は以下のとおり

４．低所得者に対する軽減

軽減判定所得の合計額が４３万円＋１０万円×（年金・給与所得者の数（※５）－１）以下

⇒　軽減される額・・・３３，９５０円（７割軽減）

軽減判定所得の合計額が４３万円＋２９万円×（世帯の被保険者数）

＋１０万円×（年金・給与所得者の数（※５）－１）以下

⇒　軽減される額・・・２４，２５０円（５割軽減）

軽減判定所得の合計額が４３万円＋５３．５万円×（世帯の被保険者数）

＋１０万円×（年金・給与所得者の数（※５）－１）以下

⇒　軽減される額・・・９，７００円（２割軽減）

５．被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減

⇒　軽減される額・・・２４，２５０円

（１）

　後期高齢者医療保険料は、「高齢者の医療の確保に関する法律」及び「石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医
療に関する条例」の規定によって、石川県の後期高齢者医療の被保険者に対して賦課されるものです。

前年の合計所得金額が2,400万円以下である場合 43万円

前年の合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である場合 29万円

前年の合計所得金額が2,4５0万円を超え2,5０0万円以下である場合 15万円

前年の合計所得金額が2,5０0万円を超える場合 0円

　同一世帯内の被保険者及び世帯主の軽減判定所得の合計額（※３）に応じて、均等割額が軽減（※４）されます。

※３　公的年金受給者のうち、６５歳以上の方の場合は公的年金等控除後の所得からさらに１５万円を控除して計算します。

※４　均等割軽減の対象となるのは、市民税の申告をしている人となります。遺族年金や障害年金等の非課税年金を受給している人が軽減を受け
るためには、申告が必要となります。

（２）

（３）

※５　年金・給与所得者の数とは、世帯主及び世帯の被保険者全員のうち、公的年金等に係る所得を有する方（公的年金等の収入額が６５歳未満
の方については６０万円を超える方、６５歳以上の方については１２５万円を超える方）及び、給与所得を有する方（給与収入５５万円を超える
方）の合計の数をいいます。年金・給与所得者の数が１以下の場合、下線部の加算は行いません。

　後期高齢者医療制度へ加入する前日に、被用者保険（※６）の被扶養者であった方については、均等割額（４８，５０
０円）が加入時から２年間、５割軽減され所得割額は課されません。なお、元被扶養者であっても上記「４．低所得者
に対する軽減」の（１）に該当する方は、そちらが適用されます。

※６　被用者保険とは、政府管掌健康保険・企業の健康保険組合による健康保険・船員保険・共済組合等のことで、国民健康保険及び国民健康保
険組合は含まれません

20



７．上水道料金

１．一般用上水道料金表(税込)

1 2 3

１，１４４円

２，５３０円 ５０㎥を超え

３，７４０円

８，３６０円

１０，６７０円

１７，６００円

３９，０５０円

６３，２５０円

９６，２５０円

１３２，０００円

使用料金　＝　基本料金　＋　水量料金

２．その他の用途の水道料金表(税込)

１月につき １１０円

〃 １，１００円

〃 ２，２００円

〃 ２，７５０円

〃 ３，３００円

〃 ４，４００円

〃 １６，５００円

〃 ２２，０００円

※備考　公衆浴場・臨時用の水道料金は、水量に金額を乗じて計算した金額の合計(1円未満切捨て)です。

使用料金　＝　基本料金　＋　水量料金

（１カ月当り）

口径 基　　　本　　　料　　　金 水量区分及び水量料金

(mm) 水　量 料　　　　　　　金

20
１０㎥以下

１０㎥を超え５０㎥以下

25 １７９.３円/㎥ １，０００㎥以下

８㎥以下

８㎥を超え１０㎥以下

13
１５７.３円/㎥

１０㎥を超え５０㎥以下

１７９.３円/㎥

75 ３０㎥以下 １７９.３円/㎥

100

125

150

１，０００㎥超え

30 ２００.２円/㎥ ２０４.６円/㎥

40

50 ３０㎥を超え５０㎥以下

４４０円　/　㎥
臨時用（農事用以外） ３０

※備考　一般用の水道料金は、水量料金欄に定めた水量区分に従って当該区分に応ずる水量に金額を順次乗じて計算した金額の合計(1円未満切捨て)です。

用　　　　　　途 口径（mm） 基　　本　　料　　金 水 量 料 金

公 衆 浴 場 用 １１６.６円　/　㎥

４０

５０

７５

消火栓（消火訓練使用料）
５０以下 １個の放水時間　５分ごとに　１，９８０円

臨 時 用 （ 農 事 用 ） １３

１３

２０

２５

６５ １個の放水時間　５分ごとに　３，０８０円
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８．下水道使用料

料金計算表(税込) （１カ月当り）

1 2

※使用料は上記の料金表に基づき算出した合計額(1円未満切捨て)となります。

９．下水道事業受益者負担金

１．負担金を納付する者（受益者）

２．負担金の対象となる土地

３．負担金額

４．負担金の徴収猶予

　徴収猶予の主なものは次のとおりです。

（１）生産農地

（２）公共汚水ますが設置できない袋地

（３）急傾斜地

（４）災害、風水害、火災の場合　→　３年以内

（５）係争中の場合　→　係争事由の解決のときまで

※ （１）～（３）の場合、３年ごとに同じ状態であれば、再申請により猶予期間を延長することができます。

汚水区分 基本排水量 基本料金

超　　過　　料　　金

排　　水　　量　　区　　分

3

一　般　汚　水 １０㎥以下 １，３２０円
１０㎥超　５０㎥以下 ５０㎥超　１，０００㎥以下 １，０００㎥超

１４３円　/　㎥ １４８.５円　/　㎥ １５４円　/　㎥

備　　考
一般汚水の超過料金は、排水量区分に従って当該区分に応ずる排水量に順次乗じて計算した
金額の合計額です。

　受益者は、基本的には公共下水道が整備される区域内にある土地の所有者ですが、地上権・賃借権等の権利
の目的になっている土地の場合は、所有者と権利者の方が話し合いの上でどちらかを受益者と決め、負担金を
納付することになっています。

　下水道計画区域内にある土地は面積の大小、地目に関係なく、すべて負担金の対象（河川、水路、道路、公
園等を除く。）となります。たとえば、田畑や建物が建っていない空き地や駐車場等も負担金の対象となりま
す。

　負担金は土地の面積１㎡当り ４１５円です。この額に受益者の所有している土地の面積を乗じたものが受益
者負担金額です。負担金は税金とは異なり一度だけ負担するもので、下水道を使用する、しないにかかわらず
納めていただくことになります。

　受益者が災害、盗難等により負担金を納付することが困難と認められる場合や、土地の状況により徴収猶予
できる規定があります。

公衆浴場用汚水

温　泉　汚　水 ９３.５円　/　㎥

その他の汚水
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５．負担金の減免

　減免の主なものは次のとおりです。

公用地（国、県、市等の用地） ２５～７５％

社会福祉施設用地（保育所、乳児園、老人ホーム等） ７５％

私立学校用地（私立の学校、幼稚園等） ７５％

神社、寺院、教会等の用地（境内） ７５％

神社、寺院、教会等の用地（墓地） １００％

公共性のある私道及び水路 １００％

自治会等が所有する集会場の敷地（公民館及び集会場） ５０％

文化財の指定を受けた施設用地 １００％

生活保護法により生活扶助を受けている受益者 １００％

６．負担金の納付方法

（１）分割納付

　負担金を３年に分け、さらに１年を４期に分け、合計１２回に分割して納付していただきます。

（例）　負担金決定額　　８３，０００円の場合

６，９００円 ６，９００円

６，９００円 ６，９００円

６，９００円 ６，９００円

（２）一括納付

９月 １２月 ３月

１年度 ７，１００円 ６，９００円

　負担金は河川、道路、公園等を除いたすべての土地に賦課されますが、その土地の状況や受益者の方の状態
により減免（負担金を減額又は全額免除すること）できる規定があります。

減　　免　　の　　対　　象 減免率

１期 ２期 ３期 ４期

年度合計年度＼期別、納付月

６月

　負担金を賦課年度に全額を一括、又は１年分（４期分）を一括納付していただく方法です。この場
合、前納報奨金を交付します。

２７，８００円

２年度 ６，９００円 ６，９００円 ２７，６００円

３年度 ６，９００円 ６，９００円 ２７，６００円
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１０．利用者負担額（保育料）

課税世帯の利用者負担額表

標準時間 短時間

1 ０ ０

2 ０ ０

3 0 0

4 １０，８００ １０，６００

5 １２，７００ １２，５００

6 １７，６００ １７，３００

7 ２１，５００ ２１，２００

8 ２７，４００ ２７，０００

9 ２９，３００ ２８，９００

【利用者負担額算定方法】

1

2

3

4

階層区分 各月初日の世帯の階層区分

利用者負担額（月額）

３歳未満児

【幼児教育・保育の無償化】

　令和元年１０月から幼児教育の無償化が始まりました。対象者は次のとおりです。

　・３歳以上の子ども（令和５年４月１日で３歳以上の子ども）

　　※年度途中で３歳になる子どもは対象になりません。

　・市民税非課税世帯の０～２歳の子ども

市民税額の計算には、寄付金控除、配当控除、住宅借入金等住宅関係の特別税額控除等及び外国税額控除
等の規定は適用されません。

生活保護法による被保護世帯

市民税非課税世帯（ひとり親・在宅障がい児者世帯）

市民税非課税世帯（第2階層を除く世帯）

市民税均等割のみの世帯

市民税所得割４８，６００円未満の世帯

市民税所得割４８，６００円～９７，０００円未満の世帯

市民税所得割９７，０００円～１６９，０００円未満の世帯

市民税所得割１６９，０００円～３０１，０００円未満の世帯

市民税所得割３０１，０００円以上の世帯

市民税所得割課税額を基に決定し、令和５年４月から令和５年８月分までは令和４年度市民税所得割、令
和５年９月から令和６年３月分までは令和５年度市民税所得割に基づき決定します。

年齢は、年度当初（４月１日）現在が基準になります。

児童の父母及び家計の主宰者（祖父母など）に係る市民税所得割額により算定します。
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【利用者負担額の軽減】

【利用者負担額減免基準】

備考 著しく減少したときとは、決定時所得の４０％以上所得が減少した場合をいう。

減免理由の事実を証明する書類を必要に応じ添付すること。

５０％以内

・転職、負債返済により、世帯の所得が決定時に比較して著しく減少、又は生活
費が増大したとき。

・入所児童が疾病その他、やむを得ないと認める理由により当月の１/２以上欠
席したとき。

●多子世帯：兄姉がいる場合、第２子以降の児童の利用者負担額は無料となります。

●ひとり親世帯等：市民税額所得割額が７７，１０１円未満の世帯で、保護者と生計を一にする

　　　　　　　　　第1子の児童の利用者負担額は半額となります。

※ひとり親世帯等とは、母子世帯・父子世帯（児童扶養手当受給者）又は在宅障がい児（者）等のいる

世帯です。

１００％以内

・震災、風水害、火災等により著しい損害を受けたとき。

・入所児童が疾病その他、市長がやむを得ないと認める理由により当月１カ月以
上欠席したとき。

７０％以内
・離婚、疾病、失業等により、世帯の所得が決定時に比較して著しく減少、又は
生活費が増大したとき。
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１１．市営住宅使用料

家賃の算定

　市営住宅の家賃は、入居者の収入や立地条件、住宅の規模、築年数等に応じて毎年度算定します。

　算定の概略は次のとおりです。

１．家賃算定基礎額

①

②

③

１３９，００１円～１５８，０００円 ５１，２００円 ④

１５８，００１円～１８６，０００円 ５８，５００円 ⑤

⑥

⑦

⑧

２．市町村立地係数 加賀市は　０．８

３．規模係数 住宅専用床面積　÷　６５

４．経過年数係数 木造以外　・・・　１　－　０．００３９　×　経過年数

木　　造　・・・　１　－　０．００８７　×　経過年数

※　住戸改善をした住宅については、計算式が異なります。

５．利便性係数 地域の状況や住宅の設備を考慮して、０．５～１．３の範囲で決定します。

１０４，００１円～１２３，０００円 ３９，７００円

１２３，００１円～１３９，０００円 ４５，４００円

   ２５９，００１円以上 ９１，１００円

１８６，００１円～２１４，０００円 ６７，５００円

２１４，００１円～２５９，０００円 ７９，０００円

　　家賃　＝　家賃算定基礎額　×　市町村立地係数　×　規模係数　×　経過年数係数　×　利便性係数

月収（収入認定額） 家賃算定基礎額 所得区分

０円～１０４，０００円 ３４，４００円
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参　　考　〔用語説明〕

１．徴税吏員

　市町村長（道府県知事）、又はその委任を受けた市町村（道府県）職員

２．地方税

３．税率

・標準税率

・制限税率 　地方団体が課税する場合にこれを超えてはならないものとして法定されている税率

・一定税率 　国家の経済施策等の税率によることを許さないものとして法定されている税率

・任意税率

４．納税通知書

・賦課の根拠となった法律及び条例の規定

・納税者の住所及び氏名

・課税標準額、税率及び税額

・納期、各納期ごとの納付額及び納付の場所

・納期限までに税金を納付しなかった場合の措置及び賦課に対して不服がある場合の救済の方法

５．徴収の方法

・普通徴収

・特別徴収

６．申告納付

　納税者がその納付すべき税額を申告し、その申告した税金を納付することです。

　地方税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者として指定し、その者に納税義
務者が負担すべき税金を徴収させ、その徴収すべき税金を納入させることです。

　道府県税及び市町村税を総称したもの（地方税に係る督促手数料、延滞金、各種加算金及び滞納処
分費は含まれません。)

　地方団体が課税する場合に通常よるべき税率で、財政上の必要がある場合においては、
これによることを要しない税率

　地方団体の特別の目的の事業等に要する財政収入を確保するため、その受益者等に対し
て課税することができる税目で、地方団体が任意に定める税率

　納税通知書とは、地方税の賦課徴収のために納税者に対して地方団体が作成して交付する文書で、
次に掲げる事項を記載したものをいいます。

　徴税吏員が納税通知書を納税者に交付することによって地方税を徴収することをいいます。

市　　税

普通税

市 民 税
個　人 ○

固 定 資 産 税 ○

市 た ば こ 税

目的税

入 湯 税

国 民 健 康 保 険 税 ○

科　　　　　　　　　　目
徴　　収　　方　　法

申告納付
普通徴収 特別徴収

○（給与・年金）

法　人 ○

軽自動車税
種別割 ○

環境性能割 ○

○

特 別 土 地 保 有 税

○（事業者）

都 市 計 画 税 ○

○（年金）

介 護 保 険 料 ○ ○（年金）

後期高齢者医療保険料 ○ ○（年金）

上 水 道 料 金 ○

料　　　　金 下 水 道 使 用 料 ○

下水道受益者負担金 ○

利用者負担額（保育料） ○

市 営 住 宅 使 用 料 ○
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７．滞納処分

・交付要求

・参加差押

８．出納整理期間

　なお、水道事業会計・下水道事業会計・病院事業会計の企業会計にはこの制度はありません。

９．全期前納報奨金（平成２４年度廃止・ただし下水道受益者負担金を除く。）

・差　　押 　督促状を発した日から起算して１０日を経過した日までに、督促に係る地方団体の徴収
金が完納されない場合、滞納者の財産を差し押さえることをいいます。

　納税者が地方税を納付・納入しない場合に、財産を差し押さえ、換価して未納の税・料金へ充当す
る一連の行政処分をいいます。

　滞納者の財産について強制換価手続が行われた場合において、強制換価手続を行った執
行機関の手続に参加し、その手続から滞納市税等への交付（配当）を求めることをいいま
す。

　滞納者の財産について滞納処分による差押が先行して行われている場合において、その
財産が不動産や自動車等の特定の財産であるときに、交付要求の一方法として認められる
手続をいいます。また、先に差し押さえた執行機関の差押が解除された場合には、参加差
押をした時にさかのぼって差押の効力が生じ、滞納者の財産について換価手続ができるよ
うになります。

　年度内に収入又は支出すべきと確定したものの、未収又は未払となっているものについて、収入又
は支出を行うために設けられている期間で、会計年度終了後の４月１日から５月３１日までの期間を
いいます。この期間内に、終了した年度の収入と支出の整理が行えます。
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